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野田市規則第３号 

 

野田市手話通訳者養成講座受講料等助成金交付規則等の一部を改正

する規則 

 

 （野田市手話通訳者養成講座受講料等助成金交付規則の一部改正） 

第１条 野田市手話通訳者養成講座受講料等助成金交付規則（令和３年野田市

規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「８，０００円」の次に「（手話通訳者養成講座の会場が市

内である場合にあっては、４，０００円）」を加える。 

別表中「交通費（」の次に「手話通訳者養成講座の会場が市外である場合

に限り、」を加える。 

（野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付規則の一部改正） 

第２条 野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付規則（令和３年野田市

規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「８，０００円」の次に「（要約筆記者養成講座の会場が市

内である場合にあっては、４，０００円）」を加える。 

別表中「交通費（」の次に「要約筆記者養成講座の会場が市外である場合

に限り、」を加える。 

（野田市盲ろう者向け通訳・介助員養成研修受講料等助成金交付規則の一部

改正） 

第３条 野田市盲ろう者向け通訳・介助員養成研修受講料等助成金交付規則（

令和３年野田市規則第４２号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「８，０００円」の次に「（盲ろう者向け通訳・介助員養成

研修の会場が市内である場合にあっては、４，０００円）」を加える。 

別表中「交通費（」の次に「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の会場が

市外である場合に限り、」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  


